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本庁 住民チーム  ℡ 0994-22-3039
支所 税務地籍チーム ℡ 0994-25-2511

住民税務課
住民生活課からの�お知らせ

■ �土づくり支援センターの堆肥価格と休業日を変更いたしました。
●製品価格 数　量 新　価　格 備　　　　考 従来価格
バラ製品 1t 4,000 円 （4円 /1kg）少量売りについてはkg単価を換

算する。 5,000円
フレコン
（500K型） 1バック 2,500 円 3,000円
袋詰製品 15㎏1袋 300 円 変更なし 300円
●配達料 数　量 新　価　格 備　　　　考 従来価格

バラ製品 １台
（３ｔ車）

製品配達
  2km 以内 400 円
  2km 超   4km 以内 500 円
  4km 超   6km 以内 600 円
  6km 超   8km 以内 700 円
  8km 超 10km 以内 800 円
10km 超 12km 以内 900 円
12km 超 1,000 円

（製品価格は別途）
・バラ製品（３ｔ車）
　１台当り
・フレコン（500Ｋ型）
　１バック当り
・距離は片道
　�トラックのメーターで
積算

1,500円

フレコン
（500K型） １バック 1,000円

●散布料金 数　量 新　価　格 備　　　　考 従来価格
バラ製品 １台（散布車） 2,000 円 （製品価格は別途）

　普通散布機（２ｔ車） 2,000円
フレコン
（500K型） １バック 2,000 円 フレコン－500Ｋ型

　（ハウス用・茶園用散布機） 2,000円

※上記価格は消費税を含む。
※機械のみの貸出しは行わない。

産業振興課
産業建設課 からの�お知らせ

産業振興課 ℡ 0994-22-3034
産業建設課 ℡ 0994-25-2511

■ �軽自動車税減免の申請は４月 30日までに！
　軽自動車等の所有者（納税義務者）の方で障害者本人（ただし、18歳未満の身体障害者、知的障害者又
は精神障害者の場合は、その方と生計を一にする方を含みます。）は軽自動車税の減免申請が受けられます。

【申請に必要なもの】
　・ 車検証　　・ 免許証　　・ 印鑑　　・ 軽自動車税納付書
　・ 手帳（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳）

※障害者お一人につき１台です。（すでに、普通自動車の減免を受けている場合は減免されません。）
※車検証の車体の形状欄に「車いす移動車」等と記載されているものも減免の対象となります。
※ �障害等の区分や等級によっては減免を受けられない場合がありますので、上記までお問い合わせください。

●休業日の変更について
土づくり支援センターの休業日が火曜日から日曜日に変更になり下記のとおりとなりました。

【土づくり支援センターの休業日及び利用時間】
休  業  日：日曜日・国民の祝日に関する法律に規定する休日・年末年始（12月29日から翌年１月３日までの日）
利用時間：利用時間は、午前８時30分から午後５時１５分まで

【堆肥の購入・散布等についての問い合わせ先】
　錦江町土づくり支援センター　錦江町神川1890番地　℡・FAX�0994-22-3335
　営業時間：午前８時30分～午後５時15分　　　定  休  日：日曜日・祝日


